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○
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
二
号

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十

七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
避
難
地
等
に
係
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成

十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部

分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
避
難
場
所
等
に
係
る
主
務

関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
避
難
地
等
に
係
る
主
務
大

大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件

臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件

一

避
難
場
所

一

避
難
地

１

既
成
市
街
地
の
区
域
又
は
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ

１

既
成
市
街
地
の
区
域
又
は
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ

の
他
の
公
共
空
地
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
他
の
公
共
空
地
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

広
域
避
難
場
所

イ

広
域
避
難
地

地
震
災
害
時
に
お
い
て
主
と
し
て
一
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
の

地
震
災
害
時
に
お
い
て
主
と
し
て
一
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
の

広
域
的
な
避
難
の
用
に
供
す
る
公
共
空
地
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

広
域
的
な
避
難
の
用
に
供
す
る
公
共
空
地
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

面
積
が
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
公
共
空
地
で
、
当
該
公
共
空
地
に
隣
接
し

⑵

面
積
が
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
公
共
空
地
で
、
当
該
公
共
空
地
に
隣
接
し

、
又
は
近
接
し
て
こ
れ
と
一
体
的
に
避
難
場
所
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
公

、
又
は
近
接
し
て
こ
れ
と
一
体
的
に
避
難
地
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
公
共

共
施
設
そ
の
他
の
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
区
域
と
の
合
計
面
積
が
十
ヘ

施
設
そ
の
他
の
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
区
域
と
の
合
計
面
積
が
十
ヘ
ク

ク
タ
ー
ル
以
上
と
な
る
も
の

タ
ー
ル
以
上
と
な
る
も
の

⑶

（
略
）

⑶

（
略
）

ロ

一
次
避
難
場
所

ロ

一
次
避
難
地

地
震
災
害
時
に
お
い
て
主
と
し
て
近
隣
の
住
民
が
避
難
す
る
公
共
空
地
で
あ

地
震
災
害
時
に
お
い
て
主
と
し
て
近
隣
の
住
民
が
避
難
す
る
公
共
空
地
で
あ

っ
て
、
面
積
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
イ
に
該
当
す
る
も
の

っ
て
、
面
積
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
イ
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
。

を
除
く
。
）
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

津
波
避
難
タ
ワ
ー
、
高
台
そ
の
他
の
高
所
に
空
地
が
設
け
ら
れ
た
施
設
で
あ
っ

（
新
設
）

て
、
津
波
か
ら
の
一
時
的
な
避
難
の
用
に
供
す
る
も
の
（
次
号
第
二
項
に
お
い
て

「
津
波
避
難
施
設
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二

避
難
経
路

二

避
難
路

１

広
域
避
難
場
所
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
安
全
な
場
所
へ
通
ず
る
道
路
又
は
緑
道
で

広
域
避
難
地
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
安
全
な
場
所
へ
通
ず
る
道
路
又
は
緑
道
で
あ

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

２

道
路
又
は
通
路
で
あ
っ
て
、
一
次
避
難
場
所
若
し
く
は
津
波
避
難
施
設
又
は
こ

（
新
設
）

れ
ら
に
準
ず
る
一
時
的
な
避
難
の
用
に
供
す
る
空
地
若
し
く
は
施
設
ま
で
の
避
難

の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

海
岸
保
全
区
域
に
設
置
さ
れ
る
管
理
用
通
路
又
は
堤
防
ス
ロ
ー
プ
そ
の
他
の
避

（
新
設
）

難
用
通
路
で
あ
っ
て
、
住
民
等
の
津
波
か
ら
の
避
難
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

緊
急
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
道
路
、
ヘ
リ
ポ
ー
ト
又
は
港
湾
施
設

六

緊
急
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
道
路
、
ヘ
リ
ポ
ー
ト
又
は
港
湾
施
設

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
道
路
で
あ
る
こ
と
。

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
道
路
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

前
号
の
道
路
と
次
に
掲
げ
る
地
点
の
う
ち
道
県
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以

ロ

前
号
の
道
路
と
次
に
掲
げ
る
地
点
の
う
ち
道
県
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以

下
「
指
定
拠
点
」
と
い
う
。
）
と
を
連
絡
し
、
又
は
指
定
拠
点
を
相
互
に
連
絡

下
「
指
定
拠
点
」
と
い
う
。
）
と
を
連
絡
し
、
又
は
指
定
拠
点
を
相
互
に
連
絡

す
る
道
路
（
河
川
又
は
海
岸
堤
防
の
管
理
用
通
路
で
あ
っ
て
、
地
震
災
害
時
に

す
る
道
路
（
河
川
又
は
海
岸
堤
防
の
管
理
用
通
路
で
あ
っ
て
、
地
震
災
害
時
に

お
い
て
緊
急
輸
送
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）

お
い
て
緊
急
輸
送
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）

⑴
～
⑶

（
略
）

⑴
～
⑶

（
略
）

⑷

広
域
避
難
場
所

⑷

広
域
避
難
地

ハ

自
然
条
件
、
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
経
済
的
及
び
社
会
的
条
件
、
周
辺

ハ

自
然
条
件
、
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
経
済
的
及
び
社
会
的
条
件
、
周
辺

の
港
湾
の
機
能
並
び
に
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
交
通
の
状
況
を
考
慮
し

の
港
湾
の
機
能
並
び
に
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
交
通
の
状
況
を
考
慮
し

て
緊
急
輸
送
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
適
切
な
港
湾
に
お
け
る
臨
港
交
通
施
設
の

て
緊
急
輸
送
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
適
切
な
港
湾
に
お
け
る
臨
港
交
通
施
設
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
道
路

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
道
路

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

３
の
ロ
の
基
準
に
適
合
す
る
係
留
施
設
と
救
援
物
資
等
の
備
蓄
地
点
若
し

⑵

３
の
ロ
の
基
準
に
適
合
す
る
係
留
施
設
と
救
援
物
資
等
の
備
蓄
地
点
若
し

く
は
集
積
地
点
又
は
避
難
場
所
の
う
ち
道
県
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下

く
は
集
積
地
点
又
は
避
難
地
の
う
ち
道
県
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「

「
備
蓄
地
点
等
指
定
拠
点
」
と
い
う
。
）
と
を
連
絡
す
る
も
の

備
蓄
地
点
等
指
定
拠
点
」
と
い
う
。
）
と
を
連
絡
す
る
も
の

⑶
・
⑷

（
略
）

⑶
・
⑷

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

七

（
略
）

七

（
略
）

八

津
波
か
ら
の
円
滑
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
海
岸
保
全
施
設
、
河
川
管

八

津
波
か
ら
の
円
滑
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
海
岸
保
全
施
設
又
は
河
川

理
施
設
又
は
津
波
防
護
施
設

管
理
施
設
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次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三

（
新
設
）

号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
津
波
防
護
施
設

九

砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
又
は
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
で
、
避
難
経

九

砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
又
は
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
で
、
避
難
路

路
若
し
く
は
緊
急
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
道
路
又
は
人
家
の
地
震
防
災
上

若
し
く
は
緊
急
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
道
路
又
は
人
家
の
地
震
防
災
上
必

必
要
な
も
の

要
な
も
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

十
二

地
震
災
害
時
に
お
い
て
飲
料
水
、
食
糧
、
電
力
そ
の
他
被
災
者
の
生
活
に
不

十
二

地
震
災
害
時
に
お
い
て
飲
料
水
、
食
糧
、
電
力
そ
の
他
被
災
者
の
生
活
に
不

可
欠
な
も
の
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
井
戸
、
貯
水
槽
、
水
泳
プ
ー
ル
（
浄
水
施

可
欠
な
も
の
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
井
戸
、
貯
水
槽
、
水
泳
プ
ー
ル
（
浄
水
施

設
を
備
え
た
も
の
に
限
る
）
、
備
蓄
倉
庫
、
自
家
発
電
設
備
そ
の
他
の
施
設
又
は

設
を
備
え
た
も
の
に
限
る
）
、
備
蓄
倉
庫
、
自
家
発
電
設
備
そ
の
他
の
施
設
又
は

設
備

設
備

地
震
災
害
時
に
お
い
て
避
難
場
所
又
は
避
難
経
路
と
な
る
公
園
、
緑
地
、
広
場

地
震
災
害
時
に
お
い
て
避
難
地
又
は
避
難
路
と
な
る
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の

そ
の
他
の
公
共
空
地
に
設
け
ら
れ
る
井
戸
、
耐
震
性
貯
水
槽
、
水
泳
プ
ー
ル
、
非

他
の
公
共
空
地
に
設
け
ら
れ
る
井
戸
、
耐
震
性
貯
水
槽
、
水
泳
プ
ー
ル
、
非
常
用

常
用
食
糧
の
備
蓄
倉
庫
、
自
家
発
電
設
備
そ
の
他
の
施
設
又
は
設
備
で
あ
る
こ
と

食
糧
の
備
蓄
倉
庫
、
自
家
発
電
設
備
そ
の
他
の
施
設
又
は
設
備
で
あ
る
こ
と
。

。
十
三

地
震
災
害
時
に
お
い
て
応
急
的
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
救
助
用
資

十
三

地
震
災
害
時
に
お
い
て
応
急
的
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
救
助
用
資

機
材
そ
の
他
の
物
資
の
備
蓄
倉
庫

機
材
そ
の
他
の
物
資
の
備
蓄
倉
庫

地
震
災
害
時
に
お
い
て
避
難
場
所
又
は
避
難
経
路
と
な
る
公
園
、
緑
地
、
広
場

地
震
災
害
時
に
お
い
て
避
難
地
又
は
避
難
路
と
な
る
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の

そ
の
他
の
公
共
空
地
に
設
け
ら
れ
る
救
助
用
資
機
材
等
災
害
応
急
対
策
に
必
要
な

他
の
公
共
空
地
に
設
け
ら
れ
る
救
助
用
資
機
材
等
災
害
応
急
対
策
に
必
要
な
物
資

物
資
の
備
蓄
倉
庫
で
あ
る
こ
と
。

の
備
蓄
倉
庫
で
あ
る
こ
と
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




